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Ⅰ　はじめに
　最近の中国では、他の多くの国と同様、いわゆる

「標準必須特許」が大きな問題となっている。例え
ば、最近では、華為技術有限公司（以下「ファーウェ
イ公司」という）と米国のInterDigital�Technology�

Corporation,Inc.（IDC）等との間の標準必須特許を
めぐる広東省高級人民法院での訴訟事件が注目を集
めた。また、中国の国家発展改革委員会が、無線通
信分野で標準必須特許を有するクアルコムが行った
さまざまな行為が中国の独占禁止法にいう「市場支
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配的地位の濫用行為」に該当すると認定し、クアル
コムに対し約1,000億円の課徴金を課した事件も注目
された２。また、「西電捷通公司がソニー中国公司
を訴えた紛争事件」３は、日系中国現地法人が中国
における「標準必須特許」に関わる紛争事件の被告
として訴えられた事件として、大きな注目を集めた。
今後、他の日本企業・日系中国現地法人も、中国に
おける「標準必須特許」に関わる訴訟事件の当事者
となる可能性があるため、日本企業・日系中国現地
法人としては、少なくとも、あらかじめ中国での議
論状況をきちんと理解しておくことが重要である。
　本稿で紹介する「ファーウェイ公司がサムスン中
国公司等を訴えた紛争事件」は、標準必須特許の特
許権侵害訴訟事件であり、標準必須特許のクロスラ
イセンス交渉における諸事情を理由に、サムスン中
国公司等に対し、侵害行為の停止が命じられた。以
下、本事件の概要等について解説する。

Ⅱ　標準必須特許の特許権侵害訴訟において、
侵害行為の差止が認められた事例（ファー
ウェイ公司がサムスン中国公司等を訴えた
紛争事件）

１　書誌的事項
第一審：�深圳市中級人民法院（2016）粤03民初

816号
原　告：�華為技術有限公司（以下「ファーウェイ

公司」という）
被　告：�三星（中国）投資有限公司（以下「サム

スン中国」という）、
　　　　�恵州三星電子有限公司（以下「サムスン

恵州」という）、
　　　　�天津三星通信技術有限公司（以下「サム

スン天津」という）４、
　　　　�深圳市南方韻和科学技術有限公司（以下

「韻和公司」という）
判決日：�2018年１月４日
出　典：�「中国知的財産権」
　　　　�http://www.chinaipmagazine.com/news-

show.asp?21934.html

２　事件の概要
（１）事実関係

ファーウェイ公司は、４G無線通信技術に関
する標準必須特許である２つの特許権（特許番

号ZL201110269715.3及びZL201010137731.2）を有
している（以下、前者の「一種の無線通信ネッ
トワーク装置」たる発明特許権を「本件特許権」
という）５。ファーウェイ公司は、これらの特
許権について、公平・合理・無差別（FRAND）
の条件でライセンスを行う旨の宣言を行ってい
る。

ファーウェイ公司は、本件特許権につき、
2016年５月、韓国のサムスン電子株式会社（以
下「サムスン」という）の子会社であるサムス
ン中国、サムスン恵州、サムスン天津の３社（以
下「被告３社」と総称する）及び韻和公司を被
告として、特許権侵害訴訟を提起し、侵害行為
の差止を請求した（なお、判決書には、損害賠
償請求についての記載が見当たらない）。

原告の主張は、次のとおりである。被告らは
原告の許可を得ずに、標準必須特許たる本件特
許権に係る端末製品を大量に製造、販売、販売
申出、輸入したが、当該製品に含まれる技術案
は本件特許権の保護範囲にある。2016年２月16
日、原告は、韻和公司から、サムスン恵州が生
産したGalaxy S６サムスン携帯電話、サムスン
天津が生産したGalaxy J５サムスン携帯電話を
公証購入した。これら製品は、いずれも本件特
許権の保護範囲に入っており、原告の本件特許
権を侵害している。

被告らの主張は、次のとおりである。サムス
ン中国は、原告が主張する特許侵害行為を実施
していない。原告は標準必須特許のライセンス
交渉において、公平・合理・無差別（FRAND）
の義務を尽くさなかった一方、サムスンにはラ
イセンス交渉において明らかな過ちはなかった
ことから、原告の訴訟請求を棄却すべきである。

（２）管轄異議紛争事件
被告らは、まず、法院の管轄権の有無を争う

ため、管轄異議を申し立てた。サムスンの管轄
異議申立理由は、次のとおりである。
①被告３社はそれぞれ別法人であり、共同侵害

行為を行っていない。
②被告３社と韻和公司が共同被告にされている

が、共同侵害行為を行っていない。原告が韻
和公司を共同被告としただけで韻和公司の所
在地である深圳市中級人民法院に管轄権が生


